
令和５年度長野県保険者協議会事業計画  

 

 保険者協議会は、生活習慣の改善から始める健康づくりの推進等について、医療保険者が

共通認識を持ち、保険者間の連携・協力を円滑に行うために平成 17年に設置されました。 

その後、平成 27年の法定化に併せて生涯を通じた加入者の健康管理を進めるという観点

から、保険者種別の垣根を超えた課題の共有や、それに基づく取組の推進、各保険者でのデ

ータヘルス事業の底上げに資する取組により、地域と職域が連携した予防に関する活動の実

施が期待されるとともに、都道府県が行う医療計画の策定・変更にあたっては、保険者協議

会の意見を聴かなければならないとされました。 

平成 30年度からは、県が国保の保険者に加わったことで、国保連合会と共同で事務局を担

うこととなり、令和元年度からは県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会及び県

栄養士会の参画を得て、住民の健康増進や保険者による生活習慣病の重症化予防の取組等が

進められてきています。 

また、日本健康会議 2021では、保険者協議会を通じて加入者及び医療者と共に予防・健康

づくりの活動に取り組むことが揚げられ、最近では医療費適正化計画への関わりを更に強化

していくことが求められるなど、今後の保険者協議会の役割は更に重要性が増してきます。 

このような情勢を踏まえて、本協議会としては、構成団体である県内医療保険者や関係団

体との連携・協力を円滑に行うとともに、効果的かつ効率的な保健事業の実施並びに医療費

適正化の取組の推進を図るため、下記の事業を実施してまいります。 

 

記 

１ 保健事業等の共同実施 

 （１）保険者が実施する保健事業の支援及び情報交換 

  ア データヘルスの推進に関する保険者支援及び情報交換 

  イ 健康づくり推進事業についての調査及び情報交換 

  ウ 保険者ごとの特定健診等実施状況調査及び資料提供 

  エ 保健事業担当者を対象とした研修会の開催 

   

（２）保険者の連携強化 

  ア 各保険者間の繋がりを密にするための専門職等のネットワーク構築 

イ 集合契約に関すること 

 

２ 保険者協議会の運営 

・令和５年７月 第１回 令和４年度事業報告及び歳入歳出決算等 

   ・令和６年２月 第２回 令和６年度事業計画及び歳入歳出予算等 

 

３ 専門部会の運営   

（１）保健事業部会 

・令和５年６月 第１回 令和５年度事業実施内容協議 



・令和６年１月 第２回 令和５年度事業実施結果取りまとめ 

・重点的課題等について検討する分科会を随時開催する。 

（２）医療計画等関係部会 

・長野県医療計画・医療費適正化計画策定への意見提出 

 

４ 具体的事業 

（１）トップセミナーの開催 

協議会を構成する各医療保険者の長等に対し、医療保険者を取り巻く諸問題や課題

等を把握し、意見交換の場を設け、情報の共有を図ると共に協調を促し、医療費適正

化に資することを目的として開催する。 

    日 時   令和５年７月 28日（金）午後１時から 

    場 所   長野県自治会館２階 大会議室 

      内 容   未定 

（２）保健師・栄養士等専門職及び事務担当者を対象とした研修会の開催 

   生活習慣病予防のための特定健診・保健指導研修会 

   （第１回）  未定 

     （第２回）  未定 

（３）調査・研修会（他団体主催）出席 

保険者協議会に関係する研修会等へ出席して情報収集等に努める。 

（４）会員への情報提供 

   長野県国保連合会ホームページの長野県保険者協議会のページから、特定健診・特

定保健指導等に関する情報を提供し、共有を図る。 

 

５ 信州 ACE（エース）プロジェクトと連携した取組の推進 

 

６ 長野県糖尿病性腎症重症化予防プログラムを受けての各保険者の取組における支援 


